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院
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明
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提
出
ク
レ
ジ
ッ
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カ
ー
ド
で
現
行
紙
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を
購
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す
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
現
行
紙
幣
を
購
入
す
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

お
尋
ね
の
「
原
則
と
し
て
法
的
に
禁
止
す
べ
き
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
枠
の
現
金
化
に
関
し
て
は
、
不
正
行
為
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
が
悪
用
さ
れ

る
こ
と
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
こ
れ
ま
で
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
業
界
に
お
い
て
、
こ
れ
を
禁
止
す
る
規
定
を
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

ー
ド
の
発
行
を
行
う
事
業
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
規
定
す
る
会
員
規
約
に
盛
り
込
む
等
の
自
主
的
な
取
組
が
行

わ
れ
て
き
た
と
承
知
し
て
い
る
。

御
指
摘
の
「
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
現
行
紙
幣
を
購
入
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
、
事
業
者
が
規
定
す
る
会
員
規

約
に
お
い
て
こ
れ
を
禁
止
す
る
よ
う
、
一
般
社
団
法
人
日
本
ク
レ
ジ
ッ
ト
協
会
等
を
通
じ
て
、
事
業
者
に
対
し
て
要
請
し
て
ま

い
り
た
い
。


